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【１】通所支援サービスの内容   

サービス名 内容 対象 

児童発達支援 

 

療育の必要な児童を身近な地域でサポート 0 歳から小学校入

学前の子ども 日常生活での基本的な動作や知識技能を身に

つけ、集団生活に適応することができるよう、

一人一人の状態や課題に合わせた指導や訓練

を行う。看護やリハビリなどの専門スタッフ

がいる事業所もある。 

放課後等 

デイサービス 

 

放課後や長期休暇中の児童をサポート 小学校 1 年生か

ら高校 3 年生ま

での子ども 

放課後や休校日、長期休暇中に、生活能力向

上のための訓練を行い、社会との交流を図る

ことができるよう、一人一人の状態や課題に

合わせた指導や訓練を行う。看護やリハビリ

などの専門スタッフがいる事業所もある。 

放課後学童クラブと併用する児童もいる。 

保育所等訪問支援 集団生活をスムーズに送るためのサポート 保育所等に通う、

専門的な支援が

必要な子ども 

保育所等を訪問して、集団生活に適応できる

よう訪問先の教職員と連携しながら専門的な

支援を行う。訪問先は、保育園、幼稚園、こど

も園、学校、放課後学童クラブ、児童養護施設

等、保護者が希望する施設。 

現在、西村山地域に同サービスを提供する事

業所はないが、他地域の事業所が西村山地域

の施設に訪問してくれている。 

障害児相談支援 サービスを効果的に利用するための調整役 高校 3 年生（18

歳）までの子ども 通所を希望する児童やその保護者に面談し、

利用計画（本人や家族の状況、サービスの内

容や達成目標などをまとめたもの）を作成し、

利用のための連絡調整を行う。利用計画の作

成は相談支援専門員が担う。 

・これらはすべて、児童福祉法に基づくサービスです。 

・診断名や障がい者手帳のありなしに関わらず、療育が必要な場合に利用できます。 

くわしくは、市町の福祉担当窓口や相談支援事業所などにお問い合わせください。 

・お子さんが安心して成長していけるように、これらの事業所は保護者や通園・通学先、

病院、市町等と連絡を取り合いながら、お子さんに関わっていきます。 

・通所支援サービスを含めた山形県の障害福祉サービス事業所一覧    

（山形県ホームページより）ページ内『申請先』の下部、    ▶▶▶ 

『(2)指定障害福祉サービス事業所等一覧（PDF）』をクリック。  
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【２】通所支援サービスの利用までの流れ 

１ 相談 

 

お住まいの市町の福祉担当窓口 （裏表紙参照）や相談支援事業所 （１７ペー

ジ参照）で、通所支援サービスを利用したい旨を相談。子どもの現在の生活

や心身の状況、障がい等について話をする。 

※どの相談支援事業所に相談したらよいかわからない場合は、まずは市町の

福祉担当窓口か西村山地域基幹相談支援センター「かぼちゃ」 （裏表紙参照）

に相談する。 

   ▼ 

２ 利用計画案の作成を依頼 

 

相談支援事業所で、利用計画案を作成する依頼と手続きをする。 

どの事業所を利用したらよいかわからない場合も相談できる。 

   ▼ 

３ 事業所の見学 

     ▼ 

４ 利用申請 

 
市町の福祉担当窓口に、通所支援サービス利用の申請をする。 

   ▼ 

５ 利用計画案の確認と提出 

 

相談支援事業所の作成した利用計画案の内容を確認し、同意する。 

その後、相談支援事業所が市町の福祉担当窓口へ利用計画案を提出する。 

   ▼ 

６ サービスの支給決定 

 

申請時の聞き取り内容や利用計画案を元に、市町が支給決定を行う。 

その後、支給決定通知と受給者証が自宅に届く。 

   ▼ 

７ 利用計画の作成と提出 

 

相談支援事業所と保護者と利用する事業所とで連絡調整を行った内容等を

踏まえ、相談支援事業所が利用計画を作成。保護者の確認・同意を得た利用

計画を相談支援事業所が市町の福祉担当窓口へ提出する。 

   ▼ 

８ 利用する事業所との契約 

 
保護者と利用する事業所とで、利用に関する契約や手続きをする。 

   ▼ 

９ 通所支援サービスの利用開始 

 受給者証を提示して通所支援サービスを利用する。 
   

 

 

・相談支援事業所（担当の相談支援専門員）は、通所開始後も保護者や利用する事業所と

定期的に面談をし、経過を把握します。必要に応じて利用計画の見直しなどを行います。

また、お子さんやご家族の心配ごとや困りごとについて、一緒により良い解決策を考えま

す。 
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ご意見やご不明なことがあれば、下記までお問い合わせください 

 

寒河江市 子育て推進課 ☏0237-85-0906 

河北町  健康福祉課  ☏0237-73-2117 

西川町  健康福祉課  ☏0237-74-2111 

朝日町  健康福祉課  ☏0237-67-2132 

大江町  健康福祉課  ☏0237-62-2285 

西村山地域基幹相談支援センター「かぼちゃ」 ☏0237-84-6755 


